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大津市国民健康保険料徴収員に関する規則を廃止する規則を公布する。  

 平成30年３月31日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第15号 

大津市国民健康保険料徴収員に関する規則を廃止する規則 

 大津市国民健康保険料徴収員に関する規則（昭和63年規則第37号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。 

 

 

大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成30年３月31日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第16号 

   大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の一部を改正する規則 

大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則（昭和49年規則第38号）の一部を次のように改正する。 

別表小口資金の項中「1,250万円」を「2,000万円」に、「当該法人の代表者を保証人とする」を「信用保証

協会の定めるところによる」に改め、別表経営安定資金の項中「当該法人の代表者を保証人とする」を「信用保

証協会の定めるところによる」に改める。 

附 則 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融

資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 章 


